
がん性疼痛緩和指導管理料について

１．後発医薬品（ジェネリック医薬品）の使用に積極的に取り組

んでおります。

２．患者さんに必要な医薬品を確保するため、地域の医療機関と

の情報共有に努めておりますのでご安心ください。

３．状況によっては医師に確認の上、同一成分・同一薬効の医薬

品への変更、処方日数の変更などを行う必要が生じるため、

調剤にお時間をいただく場合もございます。

後発医薬品使用体制加算について


